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未成年者対象のジュニアＮＩＳＡ創設       
ＮＩＳＡの投資上限額 120 万円に引上げ 

 

2015 年度税制改正においては、投資家のすそ

野拡大・成長資金の確保の観点から、ジュニア

ＮＩＳＡを創設するとともに、ＮＩＳＡ（少額

投資非課税制度）の年間投資上限額の引上げを

行う。家計の安定的な資産形成を支援するとと

もに、経済成長に必要な成長資金を確保するこ

とが課題として、若年層への投資のすそ野の拡

大等を図る。 

ジュニアＮＩＳＡは、祖父母や両親が子や孫

のために金融機関に専用口座（未成年者口座）

を開設して投資する場合、年間 80 万円の非課税

枠を設ける制度で、2016 年１月の導入を目指す。

対象は日本に住む０～19 歳の未成年者で、未成

年者口座において管理されている上場株式や株

式投資信託などの売却益や配当が非課税とな

る。 

通算の非課税枠は 400 万円だが、ジュニアＮ

ＩＳＡは、その年の３月末において 18 歳の年の

前年 12 月末までの間は、原則、未成年者口座内

の上場株式等を引き出すことはできない。途中

で引き出す場合に利益が生じていれば課税さ

れ、損失があった場合はなかったものとみなさ

れる。 

一方、ＮＩＳＡの年間投資上限額については、

現行の 100万円から 2016年分以後は120万円に

引き上げられる。 

この結果、夫婦と子ども２人の世帯では、ジ

ュニアＮＩＳＡの年間非課税枠80万円と合わせ

て、160 万円＋240 万円の計 400 万円までの投資

で得られる上場株式等の運用益が非課税とな

る。 

 

教育訓練投資、下げ止まりの兆し 
他社との差別化追求に不可欠 74％ 

 

企業活動の健全な維持・拡大には様々な投資が

不可欠である。しかし過去 10 年間、製造業、非

製造業ともに減少または横ばいだったのが教育

訓練投資だった。厚労省の（独法）労働政策研究・

研修機構のレポートによると教育訓練投資の下

げ止まりの兆しが注目されるという。 

レポートによると教育訓練投資が、今後は「増

加傾向」で推移すると回答した企業の理由（複数

回答）でもっとも多かったのは①「商品・サービ

スの高付加価値化（他社との差別化の追求）」で

73.9％にのぼった。これに②「管理職のマネジメ

ント力（人材育成力）の低下」（69.6％）が続き、

③新規学卒など若年採用の増加（43.5％）が上位

３つ。以下、④女性や高齢者、障害者など多様な

労働力の活用（39.1％）⑤（人手不足に伴う）

未熟練・中途採用の増加、および⑤省力化（生

産性向上）の追求（同率の 34.8％）の順となっ

ている。 

これを製造・非製造別にみると、いずれも「管

理職のマネジメント力の低下」や「商品・サー

ビスの高付加価値化の追求」が高い。 

ただし製造業では「若年採用の増加」や「多

様な労働力の活用」等が、非製造業では「省力

化」や「未熟練・中途採用の増加」等が多くな

っている点で、違いが明確だ。団塊世代の大量

退職で熟練者不足の顕在化が新卒採用を増やし

人材不足対策と景気回復への乗り遅れへの心理

的な焦りも助長しているのではないか。 

 


